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1 世界保健機関（WHO）

　世界保健機関（WHO：World Health Organization）は、1946年にニューヨークで開かれ
た国際保健会議が採択した世界保健憲章によって1948年に設立された、国際連合の専門機関のひ
とつです。我が国は1951年の第4回総会において、加盟が認められました。

　目的は、「すべての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」（憲章第1条）であり、人間の
健康保持増進を基本的人権のひとつと捉えています。WHOの健康の定義は、「完全な肉体的、精
神的及び社会的福祉（安寧；well being）の状態であり、単に疾病または病弱の存在しないこと
ではない」（WHO憲章前文より）で、日頃使っている健康の概念よりもかなり広い目標が掲げら
れています。第二次世界大戦終了から間もないころであり、その反省から精神的な健康、社会的安
寧にも重点を置いたといえます。

　WHOは、世界各国の上に存在する公衆衛生機関である、保健衛生の分野における問題に対し、
広範な政策的支援や技術協力の実施、必要な援助等を行っています。また、エイズ、マラリア、結
核、新型インフルエンザなどの感染症やエボラ出血熱、ラッサ熱などの風土病の撲滅、たばこ枠組
み条約といった国際保健に関する条約、協定、規則の提案、勧告、研究促進等も行っており、ほか
に食品、生物製剤、医薬品等に関する国際基準も策定しています。
　世界全体からみれば、未だに飢餓に瀕している人々が7人に1人の割合（9億2千万人）で存在
していますし、HIV/エイズ感染者が3330万人でサハラ以南の国々では平均20人に1人（スワジ
ランドやボツワナでは4人に1人）の状況です。一方、マラリアは毎年日本の人口の2倍、結核は
毎年日本の人口の1割に相当する患者が新しく発病する状況ですので、WHOの軸足は感染症対策
に置いています。

　活動はスイスのジュネーブ本部とアフリカ、アメリカ、東南アジア、ヨーロッパ、東地中海、西
太平洋、合計6つの地域事務局が担当しています。日本は1951年に加盟してからWHOの活動に
積極的に参画して、9回にわたって、執行理事会の理事指名国に選ばれています。中嶋宏博士が2
期10年間本部の事務局長を務めていました。日本は西太平洋地域事務局に属し、尾身茂博士がそ
の事務局長に就任していました。2006年から中国のマーガレット＝チャン博士が事務局長を務め
ています。ちなみにWHOの職員は3600人前後で、日本人職員は40名前後。WHOへの拠出金
ではアメリカに次いで第2位の日本としては職員数が非常に少ないといえます。

WHO の目的

WHO の役割

WHO の組織
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1／世界保健機関（WHO）

　エボラ出血熱、新型インフルエンザなどの新たに発生した感染症や、すでに克服されたと思われ
ていた結核やコレラといった感染症の再興が、国境を越えて世界規模で大きな脅威となっているこ
とから、これらを「新興・再興感染症」と位置づけて総合的・重点的に対策を講じています。ま
た、ポリオなど特定の疾患の根絶や制圧にも取り組み、重点的な予防接種推進によってアメリカ地
域に次いで西太平洋地域でも2000年10月に京都でポリオ制圧宣言を行いました。さらには、ハ
ンセン病、フィラリア症、アフリカやラテン・アメリカの風土病についても、制圧対策を推進し、
麻疹、破傷風、ジフテリアなどの疾患の発生を防ぐ拡大予防接種計画、結核に対し直接管理のもと
に集中的な服薬を行う短期療法（DOTS）、小児期疾患総合管理対策、日常の疾病対策に不可欠な
必須医薬品対策などを、重点活動として推進しています。先進諸国にも関連する業務として、医薬
品、血液製剤、食品、化学物質等に関する安全対策、基準策定、副作用など健康危機管理上重要な
情報の迅速な提供などにも努めています。その他、妊産婦対策や家族計画などのリプロダクティ
ブ・へルス対策、自然災害や紛争等の緊急事態に対する緊急人道援助、クローニング技術の人間へ
の応用に対する警告発信など生物科学的観点のみならず社会的・倫理的観点も含めた総合的対策に
も取り組んでいます。とくにたばこ対策については、「WHOたばこ対策枠組条約」が2005年に
発効され、公衆衛生分野で初の国際条約となりました。締約国は、たばこ消費の削減に向けて、広
告・販売への規制、密輸対策が求められますが、我が国も2005年にこれを正式に締結しました。
この条約の思想理念を基に受動喫煙の防止を謳う健康増進法が我が国で制定され、たばこの広告の
規制や、たばこパッケージに「健康に悪影響」を表示、多数の人々が利用する施設での禁煙など、
徐々にですがその対策が進んでいます。
　WHOの国際電磁界（EMF）プロジェクトについては第Ⅵ章1-1でその概要を説明しますが、
この国際EMFプロジェクトは「健康保障と環境：HSE」というクラスター（事務局長の下に9のク
ラスターがあります）の「公衆衛生と環境：PHE」部の中にある「健康な環境への対応」ユニット
で行われている4つのプログラムのひとつです。これ以外に紫外線の健康影響やその対策を行うイ
ンターサンプログラム、国際ラドンプロジェクト、原子力発電事故対策を行う電離放射線プロジェ
クトが活動しています。

WHO の主な活動
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